
船舶インシデント調査報告書 

令和元年５月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（推進器故障） 

発生日時 平成３０年１１月２５日 １５時５８分ごろ 

発生場所 鹿児島県出水
い ず み

市桂島北方沖 

 米
こめ

ノ
の

津
つ

港西防波堤北灯台から真方位２９４°３.７海里付近 

 （概位 北緯３２°０９.６′ 東経１３０°１６.２′） 

インシデントの概要  プレジャーボート裕
ゆう

進
しん

丸は、航行中、推進力が得られなくなり、運

航不能となった。 

インシデント調査の経過 平成３０年１２月１８日、主管調査官（長崎事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート 裕進丸、５トン未満（長さ６.６６ｍ） 

 ２９３－３４４４９鹿児島、個人所有 

 ディーゼル機関、出力５４.４３kＷ、回転数毎分３,０５０、使用燃

料軽油 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の初期 

 インシデントの経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者３人を乗せ、航行中、速力

が低下して前進できなくなり、航行不能となったので、船長が海上保

安庁に本インシデントの発生を通報した後、巡視艇により出水市米ノ

津港にえい
．．

航された。 

 本船は、機関修理業者が主機等を点検した結果、プロペラ軸とプロ

ペラの間に圧入されているゴム製プロペラブッシュの磨耗が過大とな

っていることが判明し、プロペラ及びプロペラブッシュを交換して復

旧した。 

分析  本船は、航行中、プロペラブッシュの摩耗が過大となったことから、

プロペラが回らず、推進力が得られなくなって運航不能となったもの

と考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が、航行中、プロペラブッシュの摩耗が過

大となったため、プロペラが回らず、推進力が得られなくなったこと

により発生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・主機等の点検は、プロペラブッシュ等も含めた確認を定期的に行

うことが望ましい。 
 


